
史
料
紹
介

西
光
寺
祐
俊
筆
「
聖
教
目
録
」（
下
）

尾

崎

誠

仁

解

説

西
光
寺
祐
俊
が
准
如
に
次
い
で
深
く
敬
慕
し
た
の
は
、
性
応
寺

了
尊
（
一
五
八
二
〜
一
六
三
八
）
で
あ
る
。
十
六
歳
年
長
の
了
尊

よ
り
承
け
た
故
実
を
、
祐
俊
は
所
々
に
書
き
留
め
た
。
本
史
料
中
、

「
法
華
問
答
」
条
（
一
一
左
、『
所
報
』
五
二
号
掲
載
）
に
は
、

或
人
云
了
尊

、
備
後
国
山
南ニ
存
覚
御
在
国ノ
中
、
彼
宗ノ
学
者ト
法

論ノ
事ア
。リ
光
照
寺
慶
空
ソ
ノ
所
難
会
釈
等ノ
御
製
作
依

望ニ
決
智

鈔ト
題スル
一
巻ヲ
被
授
与
云
々
。
重テ
委
細
広ク
彼
始
終ノ
述
作
依

望
、

法
華
問
答
三
巻ヲ
作リ
給
云
々
。

と
、
了
尊
か
ら
の
伝
聞
と
し
て
存
覚
著
作
の
製
作
由
来
を
記
す
。

ま
た
『
法
流
故
実
条
々
秘
録
』（
一
｜
五
、
以
下
『
秘
録
』）
で
は
、

親
鸞
と
本
願
寺
草
創
に
関
わ
る
諸
説
検
討
の
後
、
了
尊
と
の
交
流

を
次
の
よ
う
に
回
顧
す
る
。

性
応
寺
了
尊
、
寛
永
九
年
五
月
廿
四
日
来
臨
。
終
日
他
人
不

交
閑
談
之
次
被
申
候ハ
、
右
之
儀
其
外
御
家
種
々
故
実
之
事ハ
、

古
来
委
弁ヘ
タル

人ハ
両
三
人ニハ
不
過
候ト
、
先
師
了
寂
常
々
被
申
候

由
也
。
了
尊
弟
子
数
百
人
候ヘ
共
、
如
此
之
事
伝
受
申
候ハ
両
人

計
之
由
候
。

僅
か
な
人
数
に
伝
受
さ
れ
て
来
た
故
実
を
、
自
身
が
了
尊
か
ら
口

伝
さ
れ
た
こ
と
へ
の
感
慨
と
自
負
が
窺
え
よ
う
。

了
尊
は
、
祐
俊
に
先
ん
じ
て
多
数
の
日
記
を
残
し
た
。
一
部
は

す
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
（『
慶
長
日
記
』『
元
和
日
記
』『
西

光
寺
古
記
』『
大
日
本
史
料

第
十
二
編
之
五
十
一
』）、
当
研
究

所
保
管
の
未
翻
刻
史
料
の
う
ち
、
了
尊
が
畿
内
巡
見
に
出
た
際
の

記
事
に
は
、
当
時
の
聖
教
依
用
に
関
し
興
味
深
い
記
述
が
見
ら
れ

る
。「
慶
長
拾
七
壬子

年
正
月
七
日
夷
中
ニ
テ
日
次
覚
」
十
月
二
十
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四
日
条
に
は
、

一
夜
ニ
入
申
候
、
聖
教
読
申
候
へ
の
旨
望
被
申
候
刻
、
聴
聞

衆
料
足
一
銭
ツ
ヽ
出
サ
レ
候
。
是
ハ
自
然
タ
マ
ワ
リ
テ
、

何
ニ
テ
モ
興
隆
可
有
之
者
也
。
浄
土
真
要
鈔
ノ
本
、
口
チ

ヨ
リ
コ
レ
マ
コ
ト
ニ
仏
恩
ヲ
報
ス
ル
ツ
ト
メ
ナ
リ
ト
イ
フ

ナ
リ
マ
テ
ヨ
ミ
申
候
。

と
あ
り
、
翌
日
夕
に
「
浄
土
真
要
鈔
」
の
続
き
を
読
み
、
二
十
六

日
夜
に
終
え
て
い
る
。
了
尊
は
二
十
二
日
に
紀
州
和
歌
浦
の
自
坊

へ
帰
着
し
て
い
た
。
一
帯
の
道
場
報
恩
講
を
勤
め
る
の
が
主
た
る

目
的
で
あ
る
。
聖
教
聴
聞
を
望
み
、
一
銭
ず
つ
を
了
尊
へ
喜
捨
し

た
の
は
、
在
地
道
場
の
坊
主
・
同
行
衆
で
あ
っ
た
。
二
十
七
日
に

小
雑
賀
道
場
報
恩
講
の
逮
夜
を
勤
め
た
記
事
で
は
、

一
非
時
過
ヨ
リ
御

夜
申
候
。
賛
ミ
タ
成
仏
ノ
コ
ノ
カ
タ
ハ
、

ユ
リ
三
ツ
也
。
各
々
改
悔
有
之
。
御
文
マ
ツ
当
流
ノ
安
心

ノ
オ
モ
ム
キ
ハ
ア
ナ
カ
チ
ニ
ワ
カ
也
。
サ
テ
其
後
御
伝
鈔

望
被
申
候
間
、
上
巻
計
繙
申
候
。
御
伝
ノ
後
ノ
御
文
夫
末

代
ノ
悪
人
女
人
ナ
リ
。

と
記
し
、
や
は
り
門
徒
中
の
望
み
に
よ
り
、「
御
伝
鈔
」
上
巻
と

「
御
文
章
」
二
通
を
併
せ
読
ん
だ
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
他
、

前
後
の
記
事
で
は
、
時
節
柄
か
「
御
伝
鈔
」
が
多
く
読
ま
れ
て
い

る
が
、「
末
燈
鈔
」
も
読
み
（
十
月
十
八
・
二
十
一
日
）、
十
一
月

十
二
日
に
は
大
坂
で
「
安
心
決
定
鈔
」
を
読
ん
で
い
る
。

一
非
時
、
野
田
町
へ
参
候
。
各
々
聴
聞
望
ノ
衆
有
之
由
也
。

抑
留
候
間
、
亥
ノ
刻
計
迄
居
申
候
。
安
心
決
定
鈔
ノ
下
巻

ノ
口
チ
少
読
申
候
。
種
々
ノ
不
審
等
有
之
キ
。

こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
了
尊
が
聖
教
を
読
む
場
合
、
聴
聞
衆

か
ら
の
要
望
に
応
え
る
形
が
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
こ
と
は
、

『
秘
録
』（
二
｜
二
〇
）
に
、

准
如
上
人
之
御
代
、
御
遷
化ニ
至
迄ハ
終ニ
講
釈ナト
云
其
号ヲ
不

云ハ
。

先
代ヨリ
於モ
御
当
家ニ
、
不ル
恥

他
家ニ
雖

有リト
学
匠ハ
、
講
談
ナ
ト

、

云
事ハ
無
之
。
自
然
其
弟
子タル
人
之
依

望ニ
浄
土
ノ
書ヲ
被
読
候
時ハ
、

或ハ
三
経
之
不
審
、
又
一
論ノ
相
談
ナ
ト

、
号シテ
被
読
候
。
其ソレモ
年
数

五
十
以
後ノ
儀
也ト
云ヘ
。リ

と
あ
る
記
述
が
事
の
理
解
を
助
け
て
く
れ
る
。
学
林
創
業
前
夜
、

准
如
期
本
願
寺
を
中
心
的
に
支
え
た
彼
ら
に
と
っ
て
の
聖
教
と
学

問
に
つ
い
て
、
今
後
改
め
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
お
ざ
き
・
せ
ひ
と

本
願
寺
史
料
研
究
所
臨
時
勤
務
員
・

谷
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）

凡
例

一
、
今
号
で
は
「
聖
教
目
録
」
後
半
部
分
お
よ
び
付
箋
部
分
の
拡

大
画
像
を
掲
載
し
た
。

一
、
便
宜
を
考
え
、
史
料
の
見
開
き
毎
に
通
し
番
号
を
付
し
た
。

一
、
史
料
に
は
多
数
の
付
箋
や
貼
紙
が
見
ら
れ
、
ま
た
何
ら
か
の

原
因
で
元
来
存
し
た
は
ず
の
付
箋
が
剥
離
し
た
痕
も
見
ら
れ

る
。
紙
の
強
い
皺
に
よ
り
文
言
を
確
認
し
づ
ら
い
箇
所
も
少

な
く
な
い
た
め
、
詳
細
に
つ
い
て
は
実
見
を
お
願
い
し
た
い
。

一
、
以
下
に
掲
載
す
る
史
料
画
像
を
、
本
願
寺
史
料
研
究
所
の
許

可
な
く
複
製
・
転
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
、
史
料
画
像
を
使
用
す
る
場
合
は
、
本
願
寺
史
料
研
究
所
に
申

請
し
許
可
を
得
る
こ
と
。
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史
料
画
像

（
二
〇
右
）

（
二
〇
左
）

（
二
一
右
）

（
二
一
左
）



（
二
二
右
）

（
二
二
左
）

（
二
三
右
）

（
二
三
左
）



（
二
四
右
）

（
二
四
左
）

（
二
五
右
）

（
二
五
左
）



（
二
六
右
）

（
二
六
左
）

（
二
七
右
）

（
二
七
左
）



（
二
八
右
）

（
二
八
左
）

（
二
九
右
）

（
二
九
左
）



（
後
表
紙
）





回
も
目
に
し
た
記
憶
が
あ
り
ま
せ
ん
（
な
お
、「
浸
雲
」
の
扁
額

は
、
本
願
寺
の
蔵
に
現
存
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
寂
如
宗
主
の
筆

と
聞
い
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
残
念
な
が
ら
筆
者
は
未
見
で
す
）。

筆
者
の
展
開
し
て
い
る
範
囲
の
日
次
記
類
で
は
、
ほ
ぼ
露
山
と
記

載
さ
れ
、
ま
れ
に
小
山
村
御
別
荘
・
下
屋
敷
・
山
科
御
屋
敷
・
小

山
村
御
別
殿
な
ど
と
記
載
さ
れ
ま
す
。

「

仮
称
）御
堂
日
次
之
記
」（
以
下
、
す
べ
て
の
項
目
で
「
日

次
之
記
」
と
略
記
し
ま
す
）
に
よ
っ
て
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）

六
月
か
ら
九
月
こ
ろ
の
寂
如
宗
主
の
動
向
を
追
い
か
け
て
み
る
と
、

寂
如
宗
主
は
六
月
に
入
っ
て
酷
暑
の
た
め
に
暑
気
あ
た
り
に
な
り
、

露
山
に
長
期
間
に
わ
た
っ
て
保
養
滞
在
し
ま
す
。
寂
如
宗
主
は
六

月
六
日
に
池
永
主
税
を
使
者
と
し
て
、
所
司
代
小
笠
原
佐
渡
守
に

「
酷
暑
ニ
付
、
露
山
江

御
登
山
御
逗
留
之
御
届
」
を
提
出
し
ま
す

（「
日
次
之
記
」
元
禄
十
年
六
月
六
日
条
）。
そ
し
て
、
翌
六
月
七

日
に
寂
如
宗
主
は

谷
山
（
大
谷
本
廟
）
に
廟
参
し
た
の
ち
に
清

水
成
就
院
へ
御
成
し
、
そ
れ
よ
り
露
山
に
「
登
山
」
し
ま
す
。
元

禄
十
年
六
月
七
日
条
を
示
し
て
お
き
ま
す
。

一
辰
刻
）

同
刻
半
、

谷
山
江

御
廟
参
、
夫
ゟ
清
水
成
就
院
江

、
彼

地
ゟ
又
露
山
江

御
登
山

こ
の
露
山
滞
在
は
二
十
日
ま
で
続
き
ま
す
。「
日
次
之
記
」
元

禄
十
年
六
月
二
十
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

一
戌
刻
半
、
露
山
ゟ
還
御

右
者

未
御
逗
留
之
筈
候
得
共
、
諸
司
江

被
為
成
候
故
、
御

中
帰
り
也

一
旦
、
本
山
に
戻
っ
た
寂
如
宗
主
は
二
十
一
日
に
は
新
門
と
と

も
に
松
平
紀
伊
守
方
に
御
成
し
ま
す
。
六
月
二
十
日
条
に
「
御
中

帰
り
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
二
十
二
日
か
ら
は
ふ
た
た
び
露
山
に

「
登
山
」
し
て
、
本
願
寺
に
還
御
し
た
の
は
七
月
十
七
日
で
し
た
。

露
山
に
滞
在
し
て
い
る
期
間
中
は
、
宗
主
と
し
て
の
執
務
は
新

門
に
任
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
必
要
が
あ
れ
ば
露
山
の
寂

如
宗
主
に
報
告
が
な
さ
れ
、
寂
如
宗
主
が
露
山
か
ら
指
示
を
出
し

て
い
た
よ
う
で
す
。
付
き
合
い
の
上
で
断
れ
な
い
諸
家
へ
の
御
成

も
、
露
山
か
ら
直
接
、
御
成
す
る
よ
う
な
状
況
で
し
た
。

「
日
次
之
記
」
元
禄
十
年
六
月
二
十
五
日
条
に
は
、「
竹
内
御

門
跡
様
就
御
灌
頂
、
大
門
様
従
露
山
一
乗
寺
江

御
成
」
と
あ
り
ま

す
。
こ
の
寂
如
宗
主
の
御
成
に
つ
い
て
、
還
御
の
記
事
は
見
あ
た

り
ま
せ
ん
。
寂
如
宗
主
が
本
願
寺
へ
還
御
し
た
の
は
、
前
記
の
よ

う
に
七
月
十
九
日
で
す
の
で
、
一
乗
寺
か
ら
は
露
山
に
還
御
し
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

寂
如
宗
主
は
、
こ
の
あ
と
七
月
十
九
日
か
ら
八
月
十
一
日
ま
で

京
都
の
夏
の
暑
さ
を
避
け
、
か
さ
ね
て
露
山
で
暑
気
あ
た
り
の
保

養
に
努
め
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
八
月
二
十
六
日
に
露
山
に
御
成
し

た
と
き
に
は
、
夕
刻
よ
り
姫
君
も
露
山
に
御
成
し
て
い
ま
す
。
寂

如
宗
主
の
酷
暑
を
避
け
る
こ
の
夏
の
露
山
へ
の
御
成
は
、
八
月
三

十
日
か
ら
九
月
五
日
ま
で
の
滞
在
で
終
わ
り
ま
す
。「
通
紀
」
の

「
露
山
営
浸
雲
亭
」
と
い
う
記
述
は
、
寂
如
宗
主
が
こ
れ
だ
け
長
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く
滞
在
す
る
こ
と
と
な
り
、
避
暑
の
別
荘
と
し
て
の
露
山
に
寂
如

宗
主
が
自
筆
の
「
浸
雲
」
と
い
う
扁
額
を
掛
け
た
こ
と
が
、
慶
証

寺
玄
智
の
認
識
に
影
響
を
あ
た
え
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
記
述
で

あ
る
可
能
性
を
感
じ
ま
す
。

寂
如
宗
主
が
露
山
で
暑
気
あ
た
り
の
静
養
に
努
め
て
い
る
時
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
一
つ
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。「
日
次
之
記
」
元
禄

十
年
八
月
十
六
日
条
で
す
。

一
辰
刻
）

同
刻
、
江
戸
小
川
夫
左
衛
門
方
へ
下
間
大
進
ゟ
書
通
之
趣
、

先
日
為
大
御
門
主
御
機
嫌
御
窺
、
主
税
方
迄
貴
翰
之
趣
具

致
承
知
候
、
先
以
其
御
地
静

（
中
略
）
大
御
門
主
御
機

嫌
も
此
間
者

御
快
被
成
御
届
候
故
、
御
下
屋
鋪
ゟ
御
帰
寺

被
成
候
、
然
者

露
山
御
茶
屋
御
懸
物
ニ
被
成
候
様
ニ
と
思

召
、
解
□
院
様
ゟ
御
拝
領
之
探
幽
筆
滝
之
絵
、
表
具
抔
御

物
数
寄
ニ
御
申
付
被
成
、
御
献
上
遂
披
露
候
処
、
別
而

御

満
足
之
御
事
ニ
而

、
早
速
御
床
被
懸
、
御
自
愛
之
御
事
ニ
而

御
届
候
、
右
之
趣
拙
者
ゟ
相
意
得
可
申
進
由
被
仰
候
故
、

如
此
御
届
候
（
後
略
）

江
戸
の
小
川
夫
左
衛
門
は
、
露
山
に
滞
在
し
て
い
る
寂
如
宗
主

に
狩
野
探
幽
筆
「
滝
之
絵
」
を
、
表
具
な
ど
も
寂
如
宗
主
の
好
み

に
配
慮
し
「
御
物
数
寄
」
に
申
し
付
て
献
上
し
て
い
ま
す
。
寂
如

宗
主
は
こ
の
絵
を
と
り
わ
け
気
に
入
り
、「
露
山
御
茶
屋
」
の

「
床
」
の
「
御
懸
物
」
と
し
て
鑑
賞
し
て
い
ま
し
た
。

で
は
、
こ
れ
以
前
に
露
山
に
は
何
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

玄
智
が
「
露
山
営
浸
雲
亭
」
と
記
し
た
「
営
」
を
、「
浸
雲
」
の

額
を
掛
け
た
ほ
ど
の
意
味
に
理
解
す
れ
ば
、
元
禄
十
年
七
月
以
前

に
、
露
山
に
は
な
ん
ら
か
の
建
物
が
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
す
。

日
次
記
類
に
記
載
さ
れ
る
寂
如
宗
主
の
露
山
御
成
の
記
事
か
ら
す

れ
ば
、
こ
れ
以
前
に
何
度
も
露
山
に
避
暑
の
た
め
に
御
成
し
た
り
、

松
茸
狩
り
・
花
見
な
ど
で
も
御
成
し
て
宿
泊
し
た
り
し
て
い
ま
す

の
で
、
そ
の
た
め
の
施
設
が
元
禄
十
年
七
月
以
前
か
ら
存
在
し
て

い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
日
次
之
記
」
で
、
確
実
に
複
数
回
は
そ
の
丁
を
展
開
し
目
に

し
て
き
た
は
ず
の
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
八
月
二
十
一
日
条
に
、

そ
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
（
つ
ま
り
筆
者
は
複
数
回
、
見
落
と
し

て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
）。
寂
如
宗
主
は
、
所
司
代
小
笠
原
佐

渡
守
に
十
八
日
に
申
請
し
て
お
い
た
関
所
証
文
（
通
行
手
形
で
し

ょ
う
か
）
の
請
取
に
、
池
永
主
税
を
使
い
と
し
て
派
遣
し
て
い
ま

し
た
（
な
お
、
あ
と
に
史
料
を
提
示
す
る
よ
う
に
、
本
願
寺
の
宗

主
の
御
成
で
関
所
を
越
え
る
と
き
に
は
フ
リ
ー
パ
ス
で
は
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
所
司
代
に
事
前
に
許
可
（
届
出

）
を
得

て
、
還
御
の
と
き
も
そ
の
旨
を
報
告
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
よ

う
で
す
。
こ
れ
が
下
向
と
な
る
と
、
通
過
す
る
街
道
の
領
主
へ
も

事
前
の
了
解
が
必
要
で
し
た
。
別
の
機
会
に
紹
介
で
き
れ
ば
と
思

い
ま
す
）。

そ
の
関
所
証
文
の
請
取
の
際
に
所
司
代
側
か
ら
「
扨
山
科
ニ
者

御
寺
御
座
候
哉
」
と
質
問
さ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
次

の
よ
う
に
回
答
し
ま
す
（
元
禄
五
年
八
月
二
十
一
日
条
）。
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扨
山
科
ニ
者

御
寺
御
座
候
哉
と
尋
被
申
候
故
、
御
堂
者

無
御

座
候
、
右
之
御
領
山
ハ
御
門
主
御
母
公
御
隠
居
所
ニ
而

御
座

候
、
今
月
者

御
祥
月
ニ
而

候
故
、
毎
年
御
登
山
御
看
経
御
勤

之
事
御
座
候
、
惣
而

年
中
一
両
度
茂

御
泊
り
掛
ニ
被
為
成
候

事
ニ
御
座
候
由
申
候
得
ハ
、
委
細
承
届
之
由
申
候

「
御
門
主
御
母
公
」
と
は
、
良
如
宗
主
の
室
で
寂
如
宗
主
の
生

母
の
揚
徳
院
寂
照
で
す
。
寂
照
は
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
八
月

十
七
日
（「
日
次
之
記
」
の
同
日
条
）
に
五
十
二
歳
で
亡
く
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
隠
居
所
と
な
れ
ば
延
宝
三
年
を
そ
れ
ほ
ど

は
遡
ら
な
い
時
期
に
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
ま

す
。
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
は
、
寂
如
宗
主
が
鷹
司
家
の
娘
を
内

室
に
迎
え
た
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

現
存
す
る
日
次
記
の
記
述
に
何
か
参
考
に
な
り
そ
う
な
記
述
が

な
い
の
か
、
以
下
、
筆
者
の
探
索
が
及
ん
だ
範
囲
で
記
事
を
紹
介

し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

可
能
性
を
感
じ
る
寛
文
七
年
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
日
次

記
が
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
現
存
す
る
の
は
寛
文
十
一
年
（
一
六
七

一
）
分
か
ら
で
す
。「
日
次
之
記
」
寛
文
十
一
年
八
月
十
五
日
条

に
よ
れ
ば
、
揚
徳
院
寂
照
は
小
山
に
御
成
し
て
い
ま
す
。
同
条
に

は
「
巳
ノ
刻
、
揚
徳
院
、
小
山
ニ
御
成
故
、
為
御
見
舞
葡
萄
一

籠
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
日
以
降
の
「
日
次
之
記
」
を
点
検
し
て

み
て
も
揚
徳
院
寂
照
が
本
願
寺
に
還
御
し
た
記
事
は
見
い
だ
せ
ま

せ
ん
の
で
、
本
願
寺
に
は
戻
ら
ず
に
小
山
村
で
養
生
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
間
に
息
子
の
寂
如
宗
主
は
生
母
の
揚
徳
院

寂
照
に
た
び
た
び
見
舞
に
御
成
す
る
と
と
も
に
、
見
舞
の
品
を
贈

っ
て
い
ま
す
。

寛
文
十
一
年
十
月
朔
日
条
に
は
、「
辰
刻
、
杉
折
一
ツ
、
小
山

へ
揚
徳
院
様
御
見
舞
ニ
被
遣
候
」
と
あ
り
ま
す
。
十
二
月
十
日
条

に
は
「
辰
刻
、
小
山
養
徳
院
様
へ
菓
子
一
ツ
ト
御
書
ニ
而

参
候
」、

翌
十
二
年
四
月
八
日
条
に
は
、「
巳
ノ
刻
、
小
山
揚
徳
院
様
へ
竹

子
、
飯
鮓
壱
桶
・
御
書
被
進
候
」
と
あ
り
ま
す
。

こ
の
時
期
の
「
日
次
之
記
」
を
点
検
し
て
、
寂
如
宗
主
の
御
成

場
所
を
抽
出
し
て
み
る
と
、
気
に
な
る
御
成
先
が
で
て
き
ま
す
。

小
山
に
御
成
と
い
う
記
事
よ
り
は
る
か
に
回
数
が
多
く
、
時
期
に

よ
っ
て
は
集
中
的
に
御
成
し
て
い
る
場
所
が
「
隠
居
」
で
す
。
筆

者
が
残
っ
て
い
る
「
日
次
之
記
」
で
最
初
に
気
づ
い
た
の
は
寛
文

十
一
年
六
月
二
十
五
日
条
で
、「
未
上
刻
、
御
隠
居
へ
御
成
（
中

略
）
申
ノ
刻
還
御
」
未
の
上
刻
か
ら
申
刻
に
還
御
と
な
る
と
、
移

動
時
間
を
考
え
る
と
微
妙
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
御
成
の
回
数
は

他
の
御
成
場
所
と
比
較
し
て
も
圧
倒
的
な
回
数
に
な
り
ま
す
。

「
隠
居
」
へ
の
御
成
が
集
中
し
て
い
る
時
期
の
一
つ
で
あ
る
延
宝

三
年
の
四
月
か
ら
五
月
を
例
示
し
て
お
き
ま
す
。「
隠
居
」
へ
の

御
成
は
四
月
十
三
日
・
十
五
日
・
十
七
日
・
二
十
日
・
二
十
三

日
・
二
十
五
日
・
二
十
八
日
・
閏
四
月
朔
日
・
三
日
・
七
日
・
九

日
・
十
三
日
・
十
七
日
・
二
十
二
日
・
二
十
三
日
・
五
月
十
五

日
・
十
六
日
・
十
八
日
・
二
十
日
・
二
十
二
日
と
な
り
ま
す
。
こ

の
「
隠
居
」
を
山
科
小
山
村
の
養
生
し
て
い
る
生
母
の
揚
徳
院
寂

照
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い

と
思
い
ま
す
が
、
微
か
な
可
能
性
と
し
て
示
し
て
お
き
ま
す
。
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延
宝
三
年
八
月
十
七
日
に
揚
徳
院
寂
照
が
亡
く
な
っ
て
以
降
、

寂
如
宗
主
は
前
引
の
「
日
次
之
記
」
元
禄
五
年
八
月
二
十
一
日
条

に
あ
る
、
揚
徳
院
寂
照
の
祥
月
命
日
と
「
惣
而

年
中
一
両
度
茂

御

泊
り
」
と
い
う
以
上
の
回
数
を
小
山
に
御
成
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

回
数
は
少
な
く
な
る
の
で
す
が
「
隠
居
」
に
も
御
成
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
具
体
的
な
内
容
は
不
明
な
の
で
す
が
、「
日
次
之
記
」
延

宝
六
年
（
一
六
七
八
）
三
月
朔
日
条
に
「

辰
刻
）

同
刻
、
五
味
藤
九
郎
殿

江

御
使
富
嶋
頼
母
、
御
口
上
相
尋
申
候
処
、
山
科
御
屋
敷
之
義
ニ

付
参
候
与

計
記
置
可
申
旨
、
頼
母
被
申
候
」
と
み
え
る
山
科
御
屋

敷
の
記
事
や
、
七
回
忌
の
済
ん
だ
「
日
次
之
記
」
天
和
三
年
（
一

六
八
三
）
三
月
二
十
三
日
条
の
「
山
科
御
屋
敷
之
儀
ニ
付
、
下
間

刑
部
卿
・
富
島
頼
母
、
小
堀
仁
右
衛
門
へ
参
上
、
意
趣
申
入
候
、

御
返
事
被
得
其
意
候
由
也
」
と
あ
る
山
科
御
屋
敷
の
記
事
な
ど
は
、

揚
徳
院
寂
照
の
隠
居
所
と
し
て
の
建
物
か
ら
、
避
暑
の
別
荘
へ
の

改
築
な
ど
に
関
係
し
て
い
る
か
と
想
像
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

宗
主
の
露
山
へ
の
御
成
は
時
代
を
下
る
に
し
た
が
っ
て
徐
々
に
少

な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
筆
者
の
見
落
と
し
の
可
能
性

が
大
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
ま
せ
ん
。

そ
の
よ
う
な
状
況
で
す
が
、
前
記
し
た
よ
う
に
宗
主
の
露
山
へ

の
御
成
が
自
由
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
事
例
を
提
示
し
て

お
き
ま
す
。「
日
次
之
記
」
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
閏
八
月
十

八
日
条
に
次
の
よ
う
に
あ
っ
て
、
所
司
代
に
対
し
て
事
前
の
届
け

と
還
御
後
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

所
司
代

一

内
藤
紀
伊
守
殿

大
御
所
様
小
山
村
御
別
荘
江

被
為
成
候
ニ
付
、
御
届
被
仰

入
之

御
使清

水
左
馬

そ
し
て
本
如
宗
主
は
翌
日
の
十
九
日
に
小
山
村
御
別
荘
へ
御
成

し
、
二
十
三
日
に
還
御
し
ま
す
。
還
御
の
届
け
に
つ
い
て
「
日
次

之
記
」
閏
八
月
二
十
四
日
条
に
は
、

一

内
藤
紀
伊
守
殿
役
宅
へ

大
御
所
様
小
山
村
御
別
荘
ゟ
昨
夜
還
御
ニ
付
、
御
届
ケ
被

仰
入
之

と
あ
り
ま
す
。
残
念
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
御
成
場
所
の
場
合
に

所
司
代
へ
の
届
け
が
必
要
で
あ
っ
た
の
か
や
、
お
忍
び
や
内
々
の

御
成
の
場
合
は
（
そ
も
そ
も
誰
・
ど
こ
に
対
し
て
、
お
忍
び
や

内
々
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
詰
め
き
れ
て
い
ま
せ
ん
）
ど
の

よ
う
で
あ
っ
た
の
か
な
ど
整
理
し
き
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
所
司
代

へ
の
届
出
に
つ
い
て
の
ヒ
ン
ト
に
な
り
そ
う
な
事
例
を
一
つ
提
示

し
て
お
き
ま
す
。

文
政
四
年
九
月
十
日
〜
十
一
日
の
本
如
宗
主
の
露
山
へ
の
御
成

は
、
十
日
に
所
司
代
松
平
和
泉
守
役
宅
に
御
成
が
届
け
ら
れ
、
十

二
日
に
還
御
が
届
け
ら
れ
て
い
ま
す
（「
日
次
之
記
」
同
年
九
月

十
日
条
・
十
二
日
条
）。
こ
の
と
き
の
御
成
は
、
平
行
記
事
が
確
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認
で
き
た
関

殿
「
御
日
記
」
文
政
四
年
九
月
十
日
条
に
は
、

「
大
御
所
様
、
大
津

小
山
御
旅
宿
被
為
□
、
御
出
門
正
寅
刻
、

則
十
一
日
小
山
ゟ
還
御
」
と
あ
っ
て
、
本
如
宗
主
は
逢
坂
の
関
を

越
え
て
大
津
に
も
御
成
し
て
い
ま
し
た
。

文
政
七
年
閏
八
月
の
こ
の
本
如
宗
主
の
御
成
の
記
事
以
降
、
筆

者
が
見
た
範
囲
の
日
次
記
よ
り
抽
出
し
た
筆
者
の
記
事
メ
モ
で
は
、

文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
八
月
十
六
日
か
ら
十
八
日
に
本
如
宗
主

が
露
山
へ
御
成
し
た
の
が
最
後
で
す
（
こ
の
と
き
も
前
日
の
十
五

日
に
所
司
代
松
平
周
防
守
に
事
前
の
届
出
を
し
、
還
御
の
翌
日
の

十
九
日
に
届
出
を
し
て
い
ま
す
）。

筆
者
が
露
山
の
記
事
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
展
開
で
き
て
い
る

「
晟
章
殿
記
録
」
の
安
政
五
年

一
八
五
八
）
か
ら
文
久
元
年

一

八
六
一
）
で
は
、
宗
主
と
そ
の
家
族
が
別
荘
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
宿
泊
施
設
に
御
成
し
た
の
が
五
回
確
認
で
き
ま
す
（「
日

次
之
記
」
の
展
開
を
終
え
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
時
期
の
「
日

次
之
記
」
で
は
展
開
の
と
き
に
露
山
に
対
し
て
筆
者
の
意
識
が
集

中
で
き
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
筆
者
の
見
落
と
し
の
可
能
性
が
あ

り
ま
す
）。
い
ず
れ
の
御
成
も
露
山
へ
の
御
成
で
は
な
く
、
距
離

的
に
は
る
か
に
近
い
東
山
の
霊
山
翠
紅
館
へ
の
御
成
で
す
。

そ
の
他
に
幕
末
期
に
宗
主
や
家
族
の
御
成
の
対
象
に
な
っ
た
本

願
寺
の
別
荘
に
は
、
馬
町
の
遮
莫
亭
や
渋
谷
の
開
扇
亭
・
嵯
峨
の

洗
心
亭
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
諸
種
の
日
次
記
で
確
認
で
き
ま

す
（
翠
紅
館
・
遮
莫
亭
・
開
扇
亭
・
洗
心
亭
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
項
目
を
た
て
て
、
筆
者
の
定
年
の
「
挨
拶
代
わ
り
」
の
歴
史

コ
ラ
ム
に
書
き
ま
し
た
。
種
智
院
大
学
密
教
学
会
『
密
教
学
』
五

五
号
、
二
〇
一
九
年
三
月
に
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
す
）。

し
か
し
、
と
に
も
か
く
に
も
、
す
ぐ
あ
と
で
史
料
を
提
示
す
る

よ
う
に
、
山
科
の
露
山
は
屋
根
の
修
復
を
繰
り
返
し
つ
つ
何
ら
か

の
建
物
と
し
て
は
維
持
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
た
だ
し
、
宗
主

の
避
暑
や
保
養
の
た
め
の
別
荘
と
し
て
の
露
山
よ
り
も
、
頻
繁
に

登
場
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
本
願
寺
御
手
製
の
茶
園
と
製
茶
場
と

し
て
の
露
山
で
す
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
編
集
を
担
当

し
て
い
た
と
き
の
『
本
願
寺
史
料
研
究
所
報
』
四
六
号
、
二
〇
一

四
年
二
月
刊
で
坂
本
博
司
氏
に
「
不
用
の
壺
」
と
題
し
た
論
考
を

執
筆
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
）。
山
科
の
露
山
は
、
管
理
人
と
し

て
留
守
居
が
常
駐
し
、
製
茶
に
必
要
な
建
物
が
利
用
さ
れ
て
い
く

こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
留
役
所
「
諸
日
記
」

天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
七
月
二
十
日
条
に
は
（
以
下
、
す
べ

て
「
諸
日
記
」
と
略
記
し
ま
す
）、
露
山
御
屋
敷
番
辻
半
右
衛
門

が
褒
美
と
し
て
鳥
目
二
貫
文
を
下
さ
れ
て
い
る
記
事
が
あ
り
ま
す
。

褒
美
の
理
由
と
し
て
「
露
山
御
別
荘
御
掃
除
」
の
他
に
、「
御
山

竹
木
等
、
茶
園
追
々
御
益
筋
ニ
相
成
候
様
致
心
配
候
ニ
付
」
が
挙

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

露
山
の
主
体
と
な
る
屋
敷
に
つ
い
て
は
、
屋
根
の
修
理
記
録
が

「
諸
日
記
」
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
六
月
二
日
条
に
残
っ
て

い
ま
す
。「
諸
日
記
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

一
露
山
御
屋
敷
御
屋
根
替
、
御
留
守
居
ゟ
申
出
候
趣
、
御
賄

奉
行
左
膳
伺
帳
を
以
申
出
候
事

露
山
御
屋
敷
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御
留
守
居

辻
半
右
衛
門

露
山
御
屋
敷
御
屋
根
一
両
年
以
前
よ
り
御
破
損
相
成
居
候

所
、
当
春
来
所
々
雨
も
り
、
御
指
屋
根
ニ
も
相
成
不
申
候

ニ
付
、
御
屋
根
替
被
仰
付
候
様
、
半
右
衛
門
願
出
候
、
尤

御
屋
根
替
年
限
次
第
ハ
別
書
之
通
り
申
出
候
、
此
段
奉
伺

候
露
山
御
屋
鋪
御
屋
根
替
年
限
、
左
之
通
り
ニ
御
座
候

一
文
化
元
年
子
六
月

一
文
化
十
一
年
戌
七
月
、
十
一
年
目

一
文
政
七
年
申
七
月
、
十
一
年
目

一
文
政
十
二
年
丑
三
月
、
六
年
目

御
指
屋
根
ニ
相
成
り

一
天
保
三
年
辰
八
月
、
四
年
目

一
当
卯
年
迄
十
二
年
目
ニ
相
成
り
、
尤
五
ケ
年
跡
、
亥
年
十

二
月
指
屋
根
仕
候
処
、
此
節
に
て
ハ
所
々
雨
も
り
、
御
屋

根
替
奉
願
候
、
已
上

卯
五
月
廿
八
日

露
山
御
屋
敷

御
留
守
居

大
御
仲
居

御
役
所
様

こ
の
記
事
に
よ
っ
て
、
修
繕
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
、
な
ん
と

か
露
山
屋
敷
が
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
り
ま
す
。
た
だ
し
、

修
繕
ま
で
の
期
間
が
年
月
を
経
過
す
る
に
し
た
が
っ
て
短
く
な
っ

て
い
る
こ
と
が
気
に
な
り
ま
す
。
後
掲
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
屋
根

は
麦
藁
葺
で
し
た
の
で
、
葺
き
替
え
に
使
用
す
る
麦
藁
の
量
が
少

な
く
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
場
所
に
よ
っ
て
は
か
な
り
荒
廃
し
た
箇
所
も
存
在
し

て
い
ま
し
た
。「
諸
日
記
」
天
保
十
四
年
七
月
二
十
六
日
条
に
は
、

廿
五
日
分

一
露
山
上
之
御
建
物
ニ
相
続
キ
御
座
候
御
廊
下
、
追
々
御
破

損
之
処
、
既
ニ
先
年
風
雨
之
比
多
分
相
崩
れ
、
当
時
ニ
而
者

以
前
ゟ
被
為
在
候
御
建
物
際
ニ
而

、
聊
相
残
り
御
座
候
処
、

屋
根
谷
ゟ
雨
洩
、
右
御
建
物
御
為
ニ
も
不
宜
、
猶
亦
此
儘

差
置
ニ
而

、
此
上
相
崩
れ
候
而

ハ
木
材
・
瓦
等
迄
茂

、
外

御
用
ニ
も
相
成
申
間
敷
、
尤
見
苦
敷
も
御
座
候
、
旁
御
取

片
付
ニ
相
成
申
候
而
者

如
何
御
座
候
哉
奉
伺

と
あ
っ
て
、
雨
漏
り
が
ひ
ど
く
、
場
所
に
よ
っ
て
は
と
う
と
う
取

り
片
付
け
の
検
討
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
状
況
に
立
ち
至
っ
て
い

ま
し
た
。
な
お
、
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
瓦
葺
き
の
建
物
も
一
部

に
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

屋
根
の
修
復
の
記
事
は
、「
諸
日
記
」
の
明
治
二
年
十
一
月
二

十
一
日
条
に
も
あ
り
ま
す
。

十
一
月
廿
一
日
）

同一
露
山
御
屋
敷
家
根
破
損
、
最
早
葺
替
不
申
候
而
者

、
雨
漏

等
難
相
凌
成
行
候
間
、
御
時
節
柄
ニ
者

御
座
候
得
共
、
其
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儘
ニ
難
差
置
葺
替
候
様
仕
度
、
就
而
者

麦
藁
等
先
例
之
通
、

山
科
法
中
・
門
徒
中
江

御
頼
状
、
左
之
ケ
所
江

御
下
ケ
奉

伺
候

山
科

一
通

西
宗
寺

同

一
通

法
中

小
山
村

一
通

明
教
寺

安
楽
寺

（
中
略
）

朱
筆
）

「
伺
之
通十

一
月
廿
二
日
下
知
」

露
山
の
主
要
の
屋
敷
は
、
明
治
期
に
入
っ
て
も
な
ん
と
か
留
守

居
を
置
い
て
維
持
さ
れ
て
お
り
、
屋
根
は
瓦
で
は
な
く
麦
藁
葺
で

あ
っ
た
こ
と
や
、
山
科
の
法
中
・
門
徒
中
に
よ
っ
て
麦
藁
が
寄
進

さ
れ
る
の
が
恒
例
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
判
明
し
ま
す
。

上
原
は
、
本
項
目
の
最
初
に
紹
介
し
た
『
楳

餘
芳
』
で
露
山

が
荒
廃
し
た
要
因
の
一
つ
に
「
御
幸
橋
献
架
」（
慶
応
三
年

一

八
六
七

十
月
の
荒
神
橋
の
完
成
）
に
際
し
て
、
露
山
の
「
松
を

伐
り
尽
し
」
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
ま
す
が
、
屋
根
が
瓦
葺
き
で
は

な
く
、
麦
藁
葺
き
で
あ
る
と
い
う
脆
弱
性
を
も
っ
て
い
た
点
も
指

摘
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
と
に
も
か
く
に
も
「
建

物
は
概
ね
荒
廃
に
帰
せ
し
な
る
べ
し
」
と
い
う
上
原
の
記
述
通
り

の
状
況
が
進
行
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
で
す
。

（
歩
弥
紡
）

※

※

※

※

※

※

編
集
後
記

本
号
は
、
尾
崎
誠
仁
氏
に
、
五
二
号
に
掲
載
し
た
「

史
料
紹

介

西
光
寺
祐
俊
筆
「
聖
教
目
録
」（
上
）」
の
続
編
を
ご
紹
介
い

た
だ
き
ま
し
た
。（
上
）
に
引
き
続
き
、（
下
）
も
カ
ラ
ー
写
真
で

の
掲
載
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
読
者
の
皆
様
に
は
、
た
い
へ
ん
お

待
た
せ
い
た
し
ま
し
た
。

新
た
な
試
み
ゆ
え
に
、
ま
だ
ま
だ
不
備
も
多
い
こ
と
か
と
存
じ

ま
す
が
、
何
卒
ご
容
赦
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
。
史
料
に
関
す
る

情
報
を
、
文
字
レ
ベ
ル
か
ら
少
し
踏
み
込
ん
で
、
で
き
る
だ
け
多

く
読
者
の
皆
様
に
伝
え
る
方
法
は
な
い
だ
ろ
う
か

、
今
回
の

史
料
紹
介
を
そ
う
し
た
模
索
か
ら
生
ま
れ
た
試
み
で
あ
っ
た
と
ご

理
解
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
す
。

と
同
時
に
、
デ
ジ
タ
ル
化
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
を
駆
使
し

た
史
料
紹
介
で
は
伝
え
き
れ
な
い
情
報
も
当
然
あ
る
と
い
う
こ
と

を
急
い
で
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
読
み
手
の
関
心
や

力
量
次
第
で
引
き
出
せ
る
情
報
に
は
大
き
な
違
い
が
生
じ
る
と
は

い
え
、
生
の
史
料
に
は
、
そ
れ
自
体
が
持
つ
息
づ
か
い
の
よ
う
な

も
の
も
含
め
、
実
に
豊
か
な
情
報
が
宿
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
史
料
の
持
つ
豊
か
な
可
能
性
を
ど
の
よ
う
に
伝
え
る

べ
き
か
。
今
回
の
試
み
を
通
し
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
そ
の

こ
と
で
す
。
結
論
を
急
が
ず
、
い
ま
し
ば
ら
く
思
索
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
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